
- 1- 

 

令和８年第１回 唐津市農業委員会総会議事録 

 

１． 開催日時 令和８年１月７日(水) 午後３時００分～午後４時０５分 

２． 開催場所 唐津市役所 本庁４階大会議室 

３． 出席委員 

    １番 山崎正     ２番 中山政俊    ３番 平田菊典 

４番 井手創一    ６番 山口正則    ７番 白津知範    

８番 石川利恵    ９番 曲淵俊之   １０番 古賀由紹  

１１番 宮﨑太享   １２番 山添 明   １３番 袈裟丸一彦  

１４番 河上和則   １５番 宮崎隆広   １６番 能隅良子   

１７番 田 哲   １８番 堤 正     １９番 阿部 太 

４． 欠席委員 

   ５番 大場將夫 

５． 議事日程 

   ・議事録署名委員の指名 

・議案第１号 

     農地法第５条の規定による許可申請について 

・議案第２号 

  農地法第３条の規定による許可申請について 

・議案第３号 

  農地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画（賃借権等）に

ついて 

・議案第４号 

  農地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画（所有権）につ

いて 

・議案第５号 

  農地利用最適化推進委員の決定について 
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６． 農業委員会事務局職員 

   事務局長         平田 俊夫 

農地係長         中田 賢治 

農地係主査        中島 耕作 

農地係職員        大鶴 槙士 

   振興係長         田 敏史 

   振興係職員        並木 菜月 

   浜玉市民センター主査   小楠 裕美 

   厳木市民センター係長   冨田 浩之 

   相知市民センター主査   德島 千恵 

   北波多市民センター職員  吉田 幸司 

   鎮西市民センター職員   松本 愛香 

   七山市民センター主査   内田 昭一 
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７． 審議の内容 

事務局長 

 

 

 

 

 

山崎正 会長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻になりましたので始めたいと思います。皆様ご起立を

お願いいたします。一同、礼。ご着席ください。本日の総会

に議席番号５番大場將夫委員から会長宛に欠席届が提出され

ておりますので報告いたします。ただいまの出席委員は１８

名でございます。定足数に達しておりますので、本日の総会

は成立いたします。それでは会長挨拶をお願いいたします。 

（会長の挨拶） 

それではただいまより令和８年第１回唐津市農業委員会総

会を開会いたします。なお本日の議事録署名人に１２番山添

明委員、議席番号１３番袈裟丸一彦委員を指名いたします。

事務局長に諸般の報告をさせます。 

それでは本日の付議事項を朗読いたします。議案第１号農

地法第５条の規定による許可申請について４件、議案第２号

農地法第３条の規定による許可申請について２０件、議案第

３号農地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画（賃

借権等）について１件、議案第４号農地中間管理事業による

農用地利用集積等促進計画（所有権）について１件、議案第

５号農地利用最適化推進委員の決定について１件、計２７件

でございます。以上ご審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

なお個人情報保護の観点から、申請者の住所、氏名、申請

農地の所在地等の朗読は省略いたしますので、詳細につきま

しては議案集をご覧いただきたいと思います。 

（議長） 
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議長 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また農地転用の案件で、立地基準と許可基準は農地転用許

可基準表の番号のみを申し上げますので、内容については一

覧表でご確認いただきたいと思います。 

ただいま報告のとおり、今回の付議事項は議案第１号から

第５号までの５議案２７件でございます。 

それではこれより審議を行います。議案集１ページ、議案

第１号農地法第５条の規定による許可申請について整理番号

１番を議題とします。それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の１ページ、整理番号１番について説明しま

す。 

まず説明に入ります前に、すみません。資料図の差し替え

がございます。机上に一枚紙、１ページから２ページの分の

差し替えを置いておりますので、その分の差し替えをお願い

いたします。理由としまして、申請地の北東側の角地を地権

者が住宅建築用地に残したいという要望が出ているにも関わ

らず、計画図はそうなっておりますが、資料図から省いてお

りませんでしたので、角が外れたようになっています。そち

らのほうが正式な資料図になりますので、よろしくお願いい

たします。 

では説明に戻ります。申請者の住所、氏名および申請地の

所在については、議案書記載のとおりです。地目は田３筆、

面積は合計で２，８８９平方メートルです。現況は、休耕地

になっております。目的は、特定建築条件付き売買予定地で

す。所有権移転によるものです。申請の理由および施設等の



- 5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等について

は、資料図の１ページをご覧ください。隣接地の地目などに

ついては、２ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、

３ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は自己資金および借入金で、金融機関の預金残

高証明および融資証明書が添付されています。転用について

は、許可後速やかに着手する計画です。 

行政関係の手続きについて、道路工事施工、開発協議、団

地等造成、法定外公共物、道路・水路改築申請、水路占用申

請、埋蔵文化財発掘、下水道工事関連の協議がなされており

ます。隣接農地等への影響ですが、最大７７センチの盛土を

施し、整地し、北側を除く周囲にはコンクリートブロックを

新設し、南側はコンクリートブロックおよび縁石を設置し、

土留めを行い、北側道路より出入口とする計画です。排水に

ついて、雨水は自然地下浸透および越流分は新設の道路側溝

および集水桝を介して北側道路の既存道路側溝へ接続放流さ

せ、汚水も新設道路に埋設する排水管を介して北側道路の公

共下水道に接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が提出されています。 

立地基準ですが、第１種農地の該当事項２番に該当します。

許可の基準は７番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 
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議長 

 

古賀由紹委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号１番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

失礼します。古賀でございます。先週２９日の日に東部調

査会で現地確認をしていただきました。内容としては先ほど

事務局から説明頂いたとおりでございますが、資料図のほう

の２ページ目をぜひ見ていただきたいと思います。当該地の

左側にずっと枝番のついた地番が載っておりますが、この分

は昨年４月７日の日の総会で特定建築条件付き売買予定地と

して転用申請がされた部分で、地元の推進委員さんによりま

すと、もう相当部分売り渡しまで進んでいるというお話がご

ざいました。そういうことで現地を見ていただきまして、特

に隣接地もそのようなかたちで進んでおりますので、やむを

得ないだろうということでございました。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集１ページ、整理番号２番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい。整理番号２番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は５９５平方メートルです。現況は、

休耕地になっております。目的は、特定建築条件付き売買予

定地です。所有権移転によるものです。申請の理由および施

設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等に

ついては、資料図の４ページをご覧ください。隣接地の地目

などについては、５ページの字図をご覧ください。土地利用

計画は、６ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、道路占用許可、埋蔵文化財発

掘、下水道工事関連の協議がなされています。隣接農地等へ

の影響ですが、最大４３センチの盛土、１．４５メートルの

切土を施し、整地し、北側を除く周囲にはコンクリートブロ

ックを新設し、土留めを行い、北側はグレーチングを設置し、

北側道路より出入口とする計画です。排水について、雨水は

自然地下浸透および越流分は新設の進入路を介して北側道路

の既存道路側溝へ接続放流させ、汚水も敷地内に埋設する排

水管を介して北側道路の公共下水道に接続放流させる計画で

す。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意
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議長 

 

白津知範委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

見書が提出されています。 

立地基準ですが、第１種農地の該当事項２番に該当します。

許可の基準は７番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号２番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。７番の白津です。１２月の２９日の日に東部調査会

で調査をしてもらいました。この場所付近は新しく住宅地に

なっている所でありまして、何も問題はないということであ

りましたので、ご報告をいたします。審議のほうをよろしく

お願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員よって本案は可決しま

した。次に議案集１ページ、整理番号３番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号３番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は田１筆、面積は９７５平方メートルです。現況は、
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議長 

休耕地となっております。目的は、資材置場です。所有権移

転によるものです。申請の理由および施設等の概要は、議案

書記載のとおりです。申請地の位置等については、資料図の

７ページをご覧ください。隣接地の地目などについては、８

ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、９ページの

とおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が添付されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、埋蔵文化財発掘、下水道工事

関連の協議がなされています。隣接農地等への影響ですが、

最大２０センチの盛土、切土を施し、整地し、北側にはコン

クリートブロックを新設し、土留めを行い、西側道路より出

入口とする計画です。排水について、雨水のみで自然地下浸

透および越流分は西側の既存水路へ接続放流させる計画で

す。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が提出されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号３番について説明を終わります。 

地区担当の南部調査会より補足説明があればお願いしま
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河上和則委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

はい。１４番河上です。南部調査会として１月の５日の日

に現地確認を行いました。この図で示してあるように、住宅

地の一角にある休耕地で、転用やむなしということで調査会

としては結論を出したところです。皆さんのご審議をよろし

くお願いします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集２ページ、整理番号４番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の２ページ、整理番号４番について説明しま

す。申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議

案書記載のとおりです。地目は田４筆、面積は合計で１２，

０８６平方メートルです。現況は、休耕地になっております。

目的は、配送センターおよび事務所です。所有権移転による

ものです。申請の理由および施設等の概要は、議案書記載の

とおりです。申請地の位置等については、資料図の１０ペー

ジをご覧ください。隣接地の地目などについては、１１ペー

ジの字図をご覧ください。土地利用計画は、１２ページのと
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おりです。 

今回のこの案件が１０，０００平米を超えるため、現地の

写真をプロジェクターによって掲示させていただきます。ま

ず１番ですけど、１番は敷地の北側のほうから見た所になり

ます。この位置にだいたい調整池ができるようになっており

ます。２番が少し西側のほうに行った場所ですね。ここも同

じように調整池ができる場所になります。３番が西側から見

た、ここが入り口、進入口になる予定の場所です。４番がち

ょうどこの手前の角、交差点の所から見た所になります。５

番が南側に道路がありますので、道路のほうから見たかたち

になります。ここは、大型は通らない予定で計画をされてお

ります。この６番は、南側から見て、敷地のちょうど中央部

を見た所になります。これから７、８、９番といきますけど、

ちょうど施設の真ん中のへんで７番が北東側を見た状態です

ね。８番が逆に南側を見た状態です。９番が西側を見た状態

ですね。１０番のほうが東側の角から見た状態です。その水

路は使いませんので、そこはいじらない予定でおります。１

１番、この水路はそのまま利用しますので、ここは転用で変

わることはありません。１２番は東側から見た状況です。１

３番はこの水路と、奥のほうに水路が少し見えていますが、

敷地から出てきた水が合流する場所になります。１４番が最

後に敷地から出てくる水路はこの水路を通って流れるように

なっています。以上で現地の写真を終わりますが、よろしい

でしょうか。はい。 



- 12- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

井手創一委員 

説明に戻らせていただきまして、許可基準ですけど、一般

基準としまして、転用の確実性について、事業費は全額借入

金で、金融機関の融資証明書が添付されています。転用につ

いては、許可後、速やかに着手する計画です。 

行政関係の手続きについて、開発協議、団地等造成、埋蔵

文化財発掘、下水道工事関連の協議がなされています。隣接

農地等への影響ですが、最大１．５５メートルの盛土を施し、

整地し、周囲にはコンクリートブロックおよびＵ型擁壁を新

設し、土留めを行い、西側道路より出入口とする計画です。

排水について、雨水は自然地下浸透および越流分は建物周囲

に新設する側溝を通り、駐車場兼用の調整池を介して北側の

既存水路へ接続放流させ、汚水も敷地内に新設する排水設備

を介して西側道路の公共下水道へ接続放流させる計画です。   

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が提出されています。なお、今回の転用申請にあたり、

昨年から２回住民説明会を開催され、要望を聞き、対応され

ております。 

次に立地基準ですが、第１種農地の該当事項３番に該当し

ます。許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が

提出されています。 

整理番号４番について説明を終わります。 

地区担当の南部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

４番の井手です。１２月２７日に南部調査会で現地を確認
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議長 

曲淵俊之委員 

 

 

農地係長 

 

 

議長 

 

古賀由紹委員 

 

 

 

 

 

 

いたしました。さっき写真にあまり写っていませんでしたが

申請地の南側は住宅がかなり広がっております。資料図のと

おり、防災対策として約９００メートルの調整池があり、敷

地の周囲はＬ型擁壁となっているので、土砂流出もないと思

われます。また既設の農業用の用排水は現況の機能を活かし

たままなので、周囲の農業に与える影響はないものと思われ

ます。調査会では問題なしということで異議はございません

でした。ご審議よろしくお願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。はい。曲淵委員。 

厳木の曲淵です。建設地のすぐ南のほうに住宅団地がある

ようですが、こういった所の住民の了解は取れているという

ことでよろしいですか。 

はい。２回ほど住民説明会をされまして、ずっと要望を聞

かれております。今のところは反対ということは聞いてない

ので、ここから苦情が出ることはないかとは思っております。 

よろしいですか。はい。ほかに質疑や異議はございません

か。はい。古賀委員。 

すみません。細かいことで申し訳ございません。今日、配

付いただいたカラー刷りのものですが、先ほどの写真を撮っ

た方向を書いていただいているところでございました。左の

ほうに緑の部分、これが全部調整池ということなのかなと想

像したのですが、ただ、調整池と駐車場が重なっているので、

私がイメージする調整池とちょっと違うので、実際どのよう

な利用になるのか教えていただけると幸いでございます。以
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議長 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

上でございます。 

はい。事務局のほうから。 

はい。お答えします。ここは通常大雨のときだけ調整池と

して扱って、それ以外は従業員さんの駐車場として使われる

ということは聞いております。そういうのがあるのか県のほ

うにも確認しましたら、商業用地とかが駐車場にしてある所

が調整池の機能を持っていることがかなりあるみたいですの

で、普段雨の降らないときは駐車場、雨が多いときは、ここ

に流れ込んだ分を後から配った資料の駐車場の枠の一番東

側、角の所に排水桝と書いてありますけど、この桝を通じて

結局は水路に流れていくようなかたちで計画をされておりま

す。ですので、通常はこの調整池が低くて、この敷地から雨

水のエンビ管を通って大雨時だけここに流れ込んで、もう１

つこの桝の近くに下のほうに流量を調整する暗渠があります

ので、そこを抜けて、またこの桝を通って最終的に水路に流

れるようなかたちで計画をされております。私も最初駐車場

って何かなと思いましたが、通常の調整池と作りは一緒みた

いです。ただ、あんまり溜らないときが多いということで通

常は駐車場に使わせてもらいたいということで計画されてい

るみたいでございました。以上です。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集３ページ、議案第２号農地法第３条の規

定による許可申請について整理番号１番から議案集７ページ

の整理番号２０番までを議題とします。この２０件につきま

しては一括審議としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、一括審議とします。それでは事務局に概

要を説明させます。 

はい。すみません。今回の説明に入ります前に、机の上に 

一部議案の差し替えを置いております。差し替えの内容とし

まして４ページの分になりますが、７番の案件が耕作面積に

ちょっと相違がございまして、同一世帯内の親の分の所有面

積が反映されてなくて、耕作面積ゼロで貸付だけになってい

たものですから、そちらに置いてある分に差し替えをよろし

くお願いします。 

では説明のほうに戻ります。今回の案件は、所有権の移転

に関する案件が１９件、区分地上権に関する案件が１件で、

合計の２０件です。申請人の住所、氏名、申請農地および申

請の事由等については、議案書記載のとおりです。お手元の

調査書の１ページから１０ページまでをご覧ください。調査

書に記載しておりますとおり、農地法第３条第２項各号に該

当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。   
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議長 

 

 

 

古賀由紹委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

これに補足の説明をさせていただきますと、今回の案件は

耕作上の利便による近隣農地を取得する案件が多く、ハウス

付きもございます。また１件福岡在住の方が購入する案件が

ありますが、実家の母の手伝いに週２回ほど通いで耕作され

ているということを聞いておりますので、申請を受けており

ます。また、法人が９件ほど購入される案件もありまして、

耕作放棄地を管理してもらえると期待をしております。なお、

区分地上権の案件も１件ありますが、１０月の転用案件で１

か所風車の基礎が北西にずれたため、影響箇所が増えまして、

追加で申請をされております。 

以上で説明を終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。

【議案確認】 

本案について質疑や異議はございませんか。はい。古賀委

員。 

すみません。９番から１７番まで多くの農地を法人が購入

なさいます。この法人はこれまでもいくつも農地、特に水田

を購入されてきたというふうに思います。会社がある周辺で

は夏場は米を作って、それから今の時期はタマネギを作られ

てあるというふうに認識をしております。今回購入なさる予

定地の所は、登記簿上は田でございますが、現況は畑になっ

ているということで、いわゆる田としての利用はちょっと望

めないような場所だと想像をしております。そういうところ

で、先ほど事務局のほうからは耕作放棄地になっているので、
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議長 

農地係長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

それをうまく利用していただけることを期待しているという

お話がございました。どのような農地の利用をなさる計画に

なっているのか、もし事務局がわかるようであれば教えてい

ただければと思います。以上でございます。 

はい。事務局のほうから。 

はい。事業者のほうに確認をいたしましたところ、まずは

作れる所からタマネギを作っていき、あときれいにしていっ

て、最終的にかさ上げの計画もありそうですけど、一応そう

いうふうに聞いております。この事業者はＷＣＳとタマネギ

をメインにされておりますので、今回はタマネギというふう

に聞いております。以上です。 

よろしいですか。はい。ほかにございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。 

次に議案集８ページ、議案第３号農地中間管理事業による

農用地利用集積等促進計画（賃借権等）について筆番号１番

から議案集１２ページ、筆番号６２番までを議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。すみません。今回３度目になりますけど、机上に置
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

いている議案の書面と差し替えをお願いいたします。すみま

せん。変更の内容としましては、貸借の期間の誤りと終期の

うるう年の問題で、２８日になっているところが、２９日に

なるのが本当でしたので、それで差し替えをさせていただき

たいと思います。原因としましては公社からのデータの誤り

も一因になりますけど、チェックが足りなかったこともあり、

本当に申し訳ございません。今後は気をつけさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いします。 

それでは議案書の８ページから１２ページをご覧くださ

い。筆番号１番から６２番まですべて賃借権の設定に関する

案件です。申請農地および貸し借りの内容、受け手の氏名、

住所は議案書に記載のとおりです。お手元の調査書１ページ

から１８ページをご覧ください。調査書に記載しております

とおり、農地中間管理事業法第１８条第５項各号に該当し、

判断要件を満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。

【議案確認】 

本案について質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 
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農地係長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。 

次に議案集１３ページ、議案第４号農地中間管理事業によ

る農用地利用集積等促進計画（所有権）について筆番号１番

から６番を議題とします。それでは事務局に概要を説明させ

ます。 

はい。議案書１３ページをご覧ください。筆番号１から６

番につきましては、所有権移転に関する案件です。対象農地、

所有権の移転を受ける者の住所、氏名、利用目的、所有権移

転の時期と対価等については、議案書に記載のとおりです。

調査書に記載しておりますとおり、受け手については各要件

を満たしていると考えます。以上で説明を終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。

【議案確認】 

本案について、質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。 

次に議案集１４ページ、議案第５号農地利用最適化推進委

員の決定について議題とします。それでは事務局に概要を説
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振興係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明させます。 

はい。議案第５号について説明をいたします。本日お配り

しております議案第５号資料、唐津市農地利用最適化推進委

員候補者一覧表と一緒に併せてご覧ください。 

任期満了を迎えます農地利用最適化推進委員の改選につき

ましては、担当区域を３４に分け、各区域の定数を１名とし

て、令和７年１１月１７日まで募集を行いました。募集の結

果、すべての区域で定数と同数の１名ずつの推薦または応募

による申し込みがございました。概要については別紙一覧表

１５ページ、１６ページのとおりでございます。 

今回皆様にお諮りする理由は、農業委員会等に関する法律

第１７条によりまして、農業委員会は農地等の利用の最適化

の推進に熱意と識見を有する者のうちから農地利用最適化推

進委員を委嘱しなければならないとなっておりますので、今

回の候補者が推進委員としてふさわしいかどうか決定をして

いただくためでございます。次の推進委員がなるべく早く活

動に取り組めるように、改選前の今の農業委員会で候補者の

決定を行いまして、改選後の次の農業委員会へ候補者の申し

送りを行います。次の農業委員会の最初の総会を令和８年４

月１３日に召集予定でございますので、そこで正式に推進委

員として委嘱を行う予定となっております。具体的な選考基

準としましては、先ほどの農業委員会等に関する法律におけ

る農地利用の最適化の推進に熱意と識見が認められるかどう

かが第一となります。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

また唐津市農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規程

においては、唐津市に住所を有する者で、唐津市職員ではな

い者となっております。住所につきましては、職務を適切に

執行できると認められる場合はこの限りではない、市外在住

者も可となっておりますが、今回は市外在住および市職員の

候補者はともにおりません。よって問題はございません。そ

のほか法律等で次に該当する者は推進委員になることができ

ません。１点目、破産手続き開始の決定を受けて、復権を得

ない者、２点目、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終

えるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者、

３点目、唐津市暴力団排除条例に規定する暴力団等、この３

点につきましては、事務局で警察および唐津市関係機関に照

会をしました結果、３４人全員問題はございませんでした。 

説明は以上となります。ご審議のほどをよろしくお願いい

たします。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いいたし

ます。 

【議案確認】 

本案について、質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 
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ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。 

以上をもちまして議案第１号４件、議案第２号２０件、議

案第３号１件、議案第４号１件、議案第５号１件、計５議案

２７件は、いずれも原案どおり可決をいたしました。長時間

にわたりましての慎重なるご審議をいただきましてありがと

うございました。 


